
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し

◇
奈
良
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

１

附
属
機
関
の
設
置

奈
良
県
新
公
会
堂
新
名
称
選
定
委
員
会
を
設
置
し
、
奈
良
県
新
公
会
堂
の
新
名
称
の
選
定

に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務
を
担
任
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

２

施
行
期
日

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
奈
良
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

１

市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
追
加

工
場
立
地
法
に
基
づ
く
特
定
工
場
の
新
設
の
届
出
の
受
理
等
に
係
る
知
事
の
権
限
に
属
す

る
事
務
を
川
西
町
が
処
理
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

事
務
を
処
理
す
る
市
町
村
の
追
加

地
方
自
治
法
に
基
づ
く
新
た
に
生
じ
た
土
地
の
届
出
の
受
理
等
に
係
る
知
事
の
権
限
に

(1)
属
す
る
事
務
を
処
理
す
る
関
係
町
村
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
業
務

(2)
に
関
す
る
必
要
な
指
示
等
に
係
る
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
処
理
す
る
関
係
市
村
を

追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。

国
有
財
産
法
に
基
づ
く
国
土
交
通
省
所
管
の
国
有
財
産
に
係
る
河
川
法
に
規
定
す
る
準

(3)
用
河
川
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
国
有
財
産
に
係
る
立
入
及
び
境
界
確
定
に
関
す
る
知
事
の

権
限
に
属
す
る
事
務
並
び
に
そ
の
他
の
立
入
及
び
境
界
確
定
に
関
す
る
知
事
の
権
限
に
属

す
る
事
務
を
処
理
す
る
関
係
市
町
村
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。

柔
道
整
復
師
法
に
基
づ
く
業
務
に
関
す
る
必
要
な
指
示
等
に
係
る
知
事
の
権
限
に
属
す

(4)
る
事
務
を
処
理
す
る
関
係
市
村
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
都
市
計
画
施
設
の
区
域
内
に
所
在
す

(5)
る
土
地
等
を
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
届
出
の
受
理
等
に
係
る
知
事
の
権
限
に
属
す
る

事
務
を
処
理
す
る
関
係
町
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。



高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特
定
路
外

(6)
駐
車
場
の
設
置
の
届
出
の
受
理
等
に
係
る
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
処
理
す
る
関
係

町
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。

文
化
財
保
護
法
に
基
づ
く
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
現
状
変
更
等
の
許
可
等
に
係
る
教

(7)
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
処
理
す
る
関
係
町
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。

３

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

４

施
行
期
日
等

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

(1)

そ
の
他
所
要
の
経
過
規
定
を
置
く
こ
と
と
し
た
。

(2)

◇
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

１

給
料
表
の
改
定

全
給
料
表
の
給
料
月
額
に
つ
い
て
、
給
料
表
の
改
定
に
関
す
る
人
事
委
員
会
勧
告
に
準

じ
改
正
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

諸
手
当
の
改
定

初
任
給
調
整
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
額
を
次
の
と
お
り
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

初
任
給
調
整
手
当

(1)
ア

医
療
職
給
料
表

適
用
の
職
員

（一）

月
額

四
一
〇
、
九
〇
〇
円

→

四
一
二
、
二
〇
〇
円

イ

医
療
職
給
料
表

適
用
の
職
員
以
外
の
医
師
等
の
職
員

（一）

月
額

五
〇
、
〇
〇
〇
円

→

五
〇
、
三
〇
〇
円

勤
勉
手
当
（
平
成
二
十
六
年
度
）

(2)
ア

再
任
用
職
員
以
外
の
職
員

特
定
幹
部
職
員
以
外
の
職
員

(ｱ)

十
二
月
期

〇
・
六
七
五
月
分

→

〇
・
八
二
五
月
分

特
定
幹
部
職
員

(ｲ)

十
二
月
期

〇
・
八
七
五
月
分

→

一
・
〇
二
五
月
分

イ

再
任
用
職
員

特
定
幹
部
職
員
以
外
の
職
員

(ｱ)



十
二
月
期

〇
・
三
二
五
月
分

→

〇
・
三
七
五
月
分

特
定
幹
部
職
員

(ｲ)

十
二
月
期

〇
・
四
二
五
月
分

→

〇
・
四
七
五
月
分

勤
勉
手
当
（
平
成
二
十
七
年
度
以
降
）

(3)
ア

再
任
用
職
員
以
外
の
職
員

特
定
幹
部
職
員
以
外
の
職
員

(ｱ)

六
月
期

〇
・
六
七
五
月
分

→

〇
・
七
五
月
分

十
二
月
期

〇
・
八
二
五
月
分

→

〇
・
七
五
月
分

特
定
幹
部
職
員

(ｲ)

六
月
期

〇
・
八
七
五
月
分

→

〇
・
九
五
月
分

十
二
月
期

一
・
〇
二
五
月
分

→

〇
・
九
五
月
分

イ

再
任
用
職
員

特
定
幹
部
職
員
以
外
の
職
員

(ｱ)

六
月
期

〇
・
三
二
五
月
分

→

〇
・
三
五
月
分

十
二
月
期

〇
・
三
七
五
月
分

→

〇
・
三
五
月
分

特
定
幹
部
職
員

(ｲ)

六
月
期

〇
・
四
二
五
月
分

→

〇
・
四
五
月
分

十
二
月
期

〇
・
四
七
五
月
分

→

〇
・
四
五
月
分

第
二

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

１

給
料
表
の
改
定

給
料
表
の
改
定
に
関
す
る
人
事
委
員
会
勧
告
に
準
じ
、
特
定
任
期
付
職
員
の
給
料
月
額

を
改
正
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

期
末
手
当
（
平
成
二
十
六
年
度
）

十
二
月
期

一
・
五
五
月
分

→

一
・
七
〇
月
分

３

期
末
手
当
（
平
成
二
十
七
年
度
以
降
）

六
月
期

一
・
四
〇
月
分

→

一
・
五
五
月
分

十
二
月
期

一
・
七
〇
月
分

→

一
・
五
五
月
分

４

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

第
三

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

１

給
料
表
の
改
定



給
料
表
の
改
定
に
関
す
る
人
事
委
員
会
勧
告
に
準
じ
、
任
期
付
研
究
員
の
給
料
月
額
を

改
正
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

期
末
手
当
（
平
成
二
十
六
年
度
）

十
二
月
期

一
・
五
五
月
分

→

一
・
七
〇
月
分

３

期
末
手
当
（
平
成
二
十
七
年
度
以
降
）

六
月
期

一
・
四
〇
月
分

→

一
・
五
五
月
分

十
二
月
期

一
・
七
〇
月
分

→

一
・
五
五
月
分

第
四

奈
良
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
額
、
費
用
弁
償
額
及
び
期
末
手
当
の
額
並
び
に
そ
の
支

給
条
例
の
一
部
改
正

期
末
手
当
の
額
を
次
の
と
お
り
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

平
成
二
十
六
年
度

(1)

十
二
月
期

一
・
五
五
月
分

→

一
・
七
〇
月
分

平
成
二
十
七
年
度
以
降

(2)

六
月
期

一
・
四
〇
月
分

→

一
・
四
七
五
月
分

十
二
月
期

一
・
七
〇
月
分

→

一
・
六
二
五
月
分

第
五

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

期
末
手
当
の
額
を
次
の
と
お
り
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

平
成
二
十
六
年
度

(1)

十
二
月
期

一
・
五
五
月
分

→

一
・
七
〇
月
分

平
成
二
十
七
年
度
以
降

(2)

六
月
期

一
・
四
〇
月
分

→

一
・
四
七
五
月
分

十
二
月
期

一
・
七
〇
月
分

→

一
・
六
二
五
月
分

第
六

委
員
会
の
委
員
そ
の
他
特
別
職
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

期
末
手
当
の
額
を
次
の
と
お
り
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

平
成
二
十
六
年
度

(1)

十
二
月
期

一
・
五
五
月
分

→

一
・
七
〇
月
分

平
成
二
十
七
年
度
以
降

(2)

六
月
期

一
・
四
〇
月
分

→

一
・
四
七
五
月
分

十
二
月
期

一
・
七
〇
月
分

→

一
・
六
二
五
月
分

第
七

教
育
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正



期
末
手
当
の
額
を
次
の
と
お
り
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

平
成
二
十
六
年
度

(1)

十
二
月
期

一
・
五
五
月
分

→

一
・
七
〇
月
分

平
成
二
十
七
年
度
以
降

(2)

六
月
期

一
・
四
〇
月
分

→

一
・
四
七
五
月
分

十
二
月
期

一
・
七
〇
月
分

→

一
・
六
二
五
月
分

第
八

施
行
期
日
等

１

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
第
一
の
２

の

、
第
二
の
３
、
第
三
の
３
、
第
四
の

、
第
五
の

、
第
六
の

、
第
七
の

に
つ

(3)

(2)

(2)

(2)

(2)

い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

第
一
の
１
及
び
２
の

並
び
に
第
二
の
１
並
び
に
第
三
の
１
に
つ
い
て
は
平
成
二
十
六

(1)

年
四
月
一
日
か
ら
、
第
一
の
２
の

、
第
二
の
２
、
第
三
の
２
、
第
四
の

、
第
五
の

、

(2)

(1)

(1)

第
六
の

及
び
第
七
の

に
つ
い
て
は
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

(1)

(1)

３

そ
の
他
所
要
の
経
過
規
定
を
置
く
こ
と
と
し
た
。

◇
奈
良
県
感
染
症
診
査
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

１

協
議
会
の
設
置

葛
城
・
内
吉
野
保
健
所
感
染
症
診
査
協
議
会
及
び
桜
井
・
吉
野
保
健
所
感
染
症
診
査
協
議

会
を
統
合
し
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
複
数
の
保
健
所
に
つ
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
協
議
会
を
置
く
こ
と
と
し
た
。

中
和
保
健
所
、
吉

中
和
・
吉
野
・
内
吉
野
保
健
所
感
染
症
診
査
協
議
会

野
保
健
所
及
び
内

吉
野
保
健
所

２

組
織

委
員
の
定
数
を
三
人
か
ら
六
人
以
内
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

３

会
議

会
議
の
定
足
数
を
二
人
以
上
か
ら
過
半
数
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

４

庶
務



中
和
・
吉
野
・
内
吉
野
保
健
所
感
染
症
診
査
協
議
会
の
庶
務
は
、
中
和
保
健
所
に
お
い
て

処
理
す
る
こ
と
と
し
た
。

５

施
行
期
日
等

平
成
二
十
七
年
二
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

(1)

そ
の
他
所
要
の
経
過
規
定
を
置
く
こ
と
と
し
た
。

(2)

◇
奈
良
県
新
公
会
堂
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

１

会
議
室
等
の
使
用
料
の
新
設

次
の
会
議
室
等
の
使
用
料
の
新
設
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

使
用
料

施
設

区
分

午
前

午
後

午
前

夜
間

午
後

全
日

備
考

・
午

・
夜

後

間

レ
セ

土
曜

七
三
、
九
六
、
一
六

八
三
、
一
七

二
五

１

入
場
料
そ
の
他
こ

プ
シ

日
、

二
七

〇
二

九
、

三
八

九
、

二
、

れ
に
類
す
る
料
金
を

ョ
ン

日
曜

〇
円

〇
円

二
九

〇
円

四
〇

六
七

徴
収
し
て
使
用
す
る

ホ
ー

日
及

〇
円

〇
円

〇
円

場
合
の
使
用
料
は
、

ル
２

び
休

上
記
金
額
の
一
・
五

日

倍
に
相
当
す
る
額
と

す
る
。

そ
の

六
〇
、
七
九
、
一
四

六
九
、
一
四

二
〇

２

準
備
、
練
習
等
の

他

八
二

七
一

〇
、

二
二

八
、

九
、

た
め
使
用
す
る
場
合

〇
円

〇
円

五
三

〇
円

九
三

七
五

の
使
用
料
は
、
上
記

〇
円

〇
円

〇
円

金
額
の
百
分
の
七
十

に
相
当
す
る
額
と
す

る
。



会
議

二
四
、
三
二
、
五
七
、
二
八
、
六
〇
、
八
五
、

室
５

八
二

五
二

三
四

二
三

七
五

五
七

〇
円

〇
円

〇
円

〇
円

〇
円

〇
円

会
議

一
二
、
一
六
、
二
八
、
一
四
、
三
〇
、
四
二
、

室
６

三
八

二
二

六
〇

〇
九

三
一

六
九

〇
円

〇
円

〇
円

〇
円

〇
円

〇
円

会
議

四
〇
、
五
三
、
九
四
、
四
六
、
九
九
、
一
四

会
議
室
５
、
会
議
室
６

室
５

七
六

四
一

一
七

三
八

七
九

〇
、

及
び
そ
の
間
の
通
路
を

及
び

〇
円

〇
円

〇
円

〇
円

〇
円

五
五

一
体
的
に
利
用
す
る
場

会
議

〇
円

合
に
限
る
。

室
６

会
議

七
、

九
、

一
六
、
七
、

一
七
、
二
四
、

室
７

〇
〇

一
七

一
七

九
六

一
三

一
三

〇
円

〇
円

〇
円

〇
円

〇
円

〇
円

会
議

八
、

一
一
、
二
〇
、
九
、

二
一
、
二
九
、

室
８

六
八

三
七

〇
五

八
七

二
四

九
二

〇
円

〇
円

〇
円

〇
円

〇
円

〇
円

控
室

三
、

四
、

八
、

四
、

八
、

一
二
、

Ｃ

六
一

七
四

三
五

一
一

八
五

四
六

〇
円

〇
円

〇
円

〇
円

〇
円

〇
円

２

施
行
期
日
等

平
成
二
十
七
年
七
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、

は
、
同
年
一

(1)

(2)

月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

そ
の
他
所
要
の
経
過
規
定
を
置
く
こ
と
と
し
た
。

(2)



◇
奈
良
県
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
条
例

１

積
立
て

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
予
算
で
定
め
る
額
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

管
理基

金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に

(1)
よ
り
保
管
す
る
こ
と
と
し
た
。

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
る

(2)
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

３

運
用
益
金
の
処
理

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
予
算
に
計
上
し
て
、
基
金
に
編
入
す
る
こ
と
と
し
た
。

４

処
分

基
金
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
処

分
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

ア

基
金
の
設
置
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
と
き
。

イ

国
か
ら
そ
の
財
源
に
充
て
る
た
め
に
交
付
金
等
の
交
付
を
受
け
た
事
業
の
完
了
後
に
お

い
て
な
お
当
該
交
付
金
等
を
基
金
と
し
て
積
み
立
て
た
額
に
残
余
が
あ
る
場
合
の
当
該
残

余
の
額
そ
の
他
の
基
金
と
し
て
積
み
立
て
た
額
の
一
部
を
国
庫
に
納
付
す
る
等
の
た
め
の

財
源
に
充
て
る
と
き
。

５

繰
替
運
用

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
歳
計
現
金
に
繰
り
替

え
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

６

そ
の
他

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め

る
こ
と
と
し
た
。

７

施
行
期
日

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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